
おしらせ 問＝問合せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
等

窓
口
の
ご
案
内

問 
住
民
生
活
課 

住
民
係

（
③
④
番
窓
口
）TEL
６
４・１
１
０
２

予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
電
話
ま
た
は

電
子
申
請
に
て
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
夜
間
窓
口　

◆
受
付
内
容
／

申
請
、
受
取
、
更
新
、
暗
証
番
号

再
設
定

◆
日
時
／
1
月
7
日
㊌
17
時
15
分
～
20
時

1
月
21
日
㊌
17
時
15
分
～
20
時

　
出
張
申
請
窓
口
（
申
請
の
み
の
受
付
）　

・
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
（
湯
浅
え
き
蔵
１
階
）

◆
日
時
／
1
月
9
日
㊎
14
時
～
16
時

・
総
合
セ
ン
タ
ー

◆
日
時
／
1
月
23
日
㊎
14
時
～
16
時

◆
電
話
予
約
／
９
時
～
17
時

(

土
日
祝
日
を
除
く)

※
キ
ャ
ン
セ
ル
や
変
更
は
平
日
の
17
時
ま
で
に
電

話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
出
張
申
請
は
３
日
前
ま
で
に
電
話
予
約
を
お
願

い
し
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

問 

住
民
生
活
課 

住
民
係

（
③
④
番
窓
口
）TEL
６
４・１
１
０
２

令
和
５
年
12
月
１
日
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
利
用
し
て
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
等
で
、
住
民
票
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

が
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
向
上
を
図

る
た
め
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
ア
ン

ケ
ー
ト
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 要予約

健
康
教
室
の
ご
案
内

問 

健
康
推
進
課 

保
健
子
ど
も
係

（
⑧
⑨
番
窓
口
）TEL
６
5
・
３
０
０
８

　
栄
養
教
室　

◆
日
時
／
１
月
21
日
㊌
10
時
30
分
～
11
時
30
分

◆
内
容
／
冬
の
高
血
圧
予
防
を
し
よ
う

◆
場
所
／
湯
浅
え
き
蔵 

３
階　
会
議
室
３

※
栄
養
教
室
参
加
者
限
定
、
ベ
ジ
チ
ェ
ッ
ク
を
実

施
し
ま
す
。

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室　

◆
日
時
／
２
月
16
日
㊊
９
時
30
分
～
11
時

◆
内
容
／
湯
浅
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
か
ら
伝
建
地

区
周
辺
ま
で
約
４
㎞
歩
き
ま
す
。

※
水
分
補
給
で
き
る
も
の
を
各
自
ご
準
備
お
願
い

し
ま
す
。

◆
場
所
／
湯
浅
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

令
和
8
・
9
年
度
競
争
入
札
及
び
物
品

調
達
業
務
の
業
者
登
録
を
受
付
し
ま
す

問 

総
務
課 

管
財
係（⑯

番
窓
口
）TEL
６
４・１
１
０
8

次
の
と
お
り
受
付
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
登
録

を
希
望
さ
れ
る
業
者
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間
／
２
月
２
日
㊊
～
２
月
27
日
㊎

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

◆
受
付
時
間
／
８
時
30
分
～
17
時
15
分

（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

◆
提
出
方
法
／
電
子
申
請
ま
た
は
書
類
提
出

◆
受
付
場
所
／
湯
浅
町
役
場 

２
階　
総
務
課

◆
提
出
書
類
／
湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
は
、
総
務
課
に
て

配
布
し
ま
す
。

◆
有
効
期
限
／

競
争
入
札
：
４
月
１
日
～

令
和
10
年
３
月
31
日

（
２
年
間
）

申込不要

▲電子申請用
フォーム

物
品
調
達
：
４
月
１
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日

（
１
年
間
）

※
電
子
申
請
の
場
合
は
24
時
間
申
請
が
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
総
務
課
管
財
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

令
和
８
・
９
年
度 

町
内
建
設
工
事
・

修
繕
及
び
営
繕
関
係
・
コ
ン
サ
ル
等

業
務
関
係
業
者
登
録
を
受
付
し
ま
す

問 

産
業
建
設
課 

管
理
係

（
⑱
番
窓
口
）TEL
６
４・１
１
２
４

次
の
と
お
り
受
付
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
登
録

を
希
望
さ
れ
る
業
者
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間
／
２
月
２
日
㊊
～
２
月
27
日
㊎

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

◆
受
付
時
間
／
８
時
30
分
～
17
時
15
分

（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

◆
受
付
場
所
／
湯
浅
町
役
場 

２
階　
産
業
建
設
課

◆
提
出
書
類
／
湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
は
、
産
業
建
設
課

に
て
配
布
し
ま
す
。

◆
有
効
期
限
／
4
月
1
日
～
令
和
10
年
3
月
31
日

（
２
年
間
）

詳
し
く
は
産
業
建
設
課
管
理
係
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
10
期
湯
浅
町
介
護
保
険
事
業
計
画

及
び
第
11
次
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

作
成
委
員
の
公
募
に
つ
い
て

問 
福
祉
課 

介
護
保
険
係

（
⑫
⑬
番
窓
口
）TEL
６
４・１
１
２
０

令
和
９
～
11
年
度
の
町
の
高
齢
者
の
保
健･

福

祉
施
策
や
介
護
保
険
事
業
に
関
す
る
計
画
に
つ
い

て
審
議
い
た
だ
く
作
成
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

◆
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計

画
策
定
等
委
員
会
と
は
／

計
画
の
見
直
し
や
進
行
管
理
を
行
い
ま
す
。
計

画
は
３
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
い
、
高
齢
者
保
健

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

13 令和８年１月


